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大学間の連携・協力による教職課程の現状 ①

単位互換により、他大学が開設する教職専門科目等を一定の限度で自大学の教職専門科目に含
めることができる（教育職員免許法施行規則第22条第3項）。

■ 教職課程の科目のうち教職専門科目、
特別支援教育に関する科目について可能

■ 免許状の授与に必要な各科目の３割以内で可能
例）中学校一種免許 １０単位まで可

・各教科の指導法に関する科目： 8単位×3割⇒2単位
・教育の基礎的理解に関する科目： 10単位×3割⇒3単位
・道徳、総合的な学習の時間等科目：10単位×3割⇒3単位
・教育実践に関する科目： 7単位×3割⇒2単位

※他大学の専任教員を自大学の専任教員とすることはできない。
大学は自大学の授業のみによって卒業要件を満たすことができるように授業科目を開設すること
が必要であり、単位互換制度の利用を前提に、通常必要とされる授業科目を開設することなく、他
大学の授業科目をもって代替させることは認められない。
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教育職員免許法施行規則
第２２条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら

開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。

参考資料２
教員養成部会 教職課程の基準に関するワーキング
グループ（第５回） （令和元年９月２７日） 資料２
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大学間の連携・協力による教職課程の現状 ➁

複数の大学で共同教育課程を開設し、当該課程に教職課程を設置することができる（教育職員免
許法施行規則第22条第4項）。

２．共同教育課程

１．教職課程を設置する組織単位
■ 共同教育課程を編成する構成大学それぞれに設置する学科等の実施組織（共同学科等）を一
つの学科等とみなして、認定。

２．教職課程に必要な授業科目

■ 構成大学が編成する共同教育課程を一つの課程とみなして、必要な授業科目を開設。
（参考１）大学設置基準第四十五条第一項：共同教育課程を編成する学科（以下「共同学科」という。）に係る卒業の要件は、～省略

～、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得する。

３．教職課程に必要な専任教員
■ 認定を受ける共同学科等を構成する各大学の学科等の入学定員を合計した数に応じた必要な
専任教員数を確保。

（参考２）大学設置基準第四十六条：共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を

合せて一の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表の中欄又はロの表を適用して得られる教授等の数
（次項において「全体専任教員数」という。）をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数（その数に一に満た
ない端数があるきはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別専任教員数」という。）以上とする。

４．その他の課程認定の基準

■ 基本的には、構成大学が編成する共同教育課程を合せて一つの課程とみなして、教職課程認
定基準を適用するが、中学校・高等学校の教科専門科目について、他学科等で開設する授業科
目を「あてる」ことはできない。
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大学間の連携・協力による教職課程の現状 ③
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※教育課程の全体について共同実施することが必要。
修了者に対し構成大学の連名学位を授与するため，各大学の名義の学位を授与するに値
する程度の履修を確保し，共同教育課程及び学位の質を確保することを目的に，概ね修了
に必要な単位数の４分の１（３１単位）程度が、各大学において修得すべき最低修得単位数
となる。


